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1.はじめに 
本マニュアルでは、令和 6 年度の介護報酬改定の概要をまとめております。共通項目および各サービス別

に分類しておりますので、関連する項目を目次よりたどってご覧ください。 
 

人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止

に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続

可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改定が実施されます。 

1. 地域包括ケアシステムの深化・推進 

⚫ 質の高い公正中立なケアマネジメント 

⚫ 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組 

⚫ 医療と介護の連携の推進 

➢ 在宅における医療ニーズへの対応強化/在宅に

おける医療・介護の連携強化/高齢者施設等に

おける医療ニーズへの対応強化/高齢者施設等

と医療機関の連携強化 

⚫ 看取りへの対応強化 

⚫ 感染症や災害への対応力向上  

⚫ 高齢者虐待防止の推進  

⚫ 認知症の対応力向上  

⚫ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し 

2. 自立支援・重度化防止に向けた対応 

⚫ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等  

⚫ 自立支援・重度化防止に係る取組の推進  

⚫ LIFE を活用した質の高い介護 

3. 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり 

⚫ 介護職員の処遇改善 

⚫ 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり 

⚫ 効率的なサービス提供の推進 

4. 制度の安定性・持続可能性の確保 

⚫ 評価の適正化・重点化 

⚫ 報酬の整理・簡素化 

5. その他 

⚫ 「書面掲示」規制の見直し  

⚫ 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明

確化  

⚫ 基準費用額（居住費）の見直し  

⚫ 地域区分 

 

本マニュアルは、以下の資料を参考に作成しております。 改正内容について、より詳しくお知りになりたい

場合は参照下さい。 

○ 厚生労働省社保審-第 239 回社会保障審議会介護給付費分科会（web 会議）資料 

⚫ 資料 1「令和６年度介護報酬改定の主な事項について」  

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230330.pdf 

⚫ 参考資料 1「令和 6 年度介護報酬改定における改定事項について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf 

○ 令和６年度介護報酬改定での見直しの概要・令和６年度の申請様式等 

⚫ 制度概要・全体説明資料 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf 
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改正時期について 

令和６年度介護報酬改定の施行時期については、令和６年度診療報酬改定が令和６年６月１日施行とされた

こと等を踏まえ、サービスや加算により改定時期が 4 月と 6 月に分かれます。 

 

＜６月１日施行とするサービス、加算＞ 

•訪問看護 

•訪問リハビリテーション 

•居宅療養管理指導 

•通所リハビリテーション 

・各サービスの処遇改善関係加算の一本化、加算率の引き上げ。（ただし、現行の処遇改善関係加算につい

て事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令和６年４月１日施行とする） 

 

＜４月１日施行とするサービス＞ 

•上記以外のサービス 
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2.令和 6 年度各サービス共通の改正概要 
 

基本報酬の改定率 

※具体的な単位数や要件については、各サービスの「基本報酬の変更」ページを参照願います。 
 

○ 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏

まえたメリハリのある対応を行うことで、全体で＋１．５９％を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分＋

０．９８％、その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準

として＋０．６１％。 

○ これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋０．

６１％の改定財源について、基本報酬に配分する。 

 

令和６年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和５年 12 月 20 日）（抄） 

令和６年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経

営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で＋1.59％（国費 432 億円）

とする。具体的には以下の点を踏まえた対応を行う。 

・介護職員の処遇改善分として、上記＋1.59％のうち＋0.98％を措置する（介護職員の処遇改善分は令

和６年６月施行）。その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準とし

て、＋0.61％を措置する。 

・このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の

増額による介護施設の増収効果が見込まれ、これらを加えると、＋0.45％相当の改定となる。 

・既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善

分を活用し、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に 2.5％、令和７年度に 2.0％のベースアップ

へと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定が、介護職員の処遇改善に与

える効果について、実態を把握する。 

・今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握

を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。 
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人員配置基準における両立支援への配慮 

【全サービス】 

介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点

から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。 

ア「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場

合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場

合にも、週 30 時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。 

イ「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短

時間勤務制度等を利用する場合、週 30 時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うこと

を認める。 

 

 

基準・算定要件等 

運営基準の解釈通知及び報酬算定上の留意事項通知について、「常勤」及び「常勤換算方法」に係る取扱い

を以下のように改正する。 

 

 

 

 

管理者の責務及び兼務範囲の明確化 

【全サービス】 

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務

について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一

元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管

理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を

明確化する。 
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いわゆるローカルルールについて  

【全サービス】 

都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労

働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合に

は当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。 

 

 

「書面掲示」規制の見直し 

【全サービス】 

運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲

示」を求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等

への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結

するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又

は情報公表システム上）に掲載・公表しなければならないこととする。 

（※令和７年度から義務付け） 
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業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 

【全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）】 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するた

め、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務

継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 

 

単位数 

業務継続計画未実施減算 

（新設） 

施設・居住系サービス 所定単位数の 100 分の 3 に相当する単位数を減算 

その他のサービス 所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

※平成 18 年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であった

が、各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、その他サービス

は、所定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の減算となる。 

 

算定要件等 

○ 以下の基準に適合していない場合（新設） 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

※令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する

具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護

支援については、令和７年３月 31 日までの間、減算を適用しない。 

 

○ １年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行

って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介

護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所

への働きかけを強化する。また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、

業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、

指定権者による継続的な指導を求める。 
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高齢者虐待防止の推進 

【全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）】 

○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理

指導及び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の

発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講

じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態

様が他サービスと異なること等を踏まえ、３年間の経過措置期間を設けることとする。 

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助に

より都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できるこ

とや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを

明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。 

 

単位数 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算（新設） 

※平成 18 年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であった

が、各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定単位数から

平均して７単位程度/（日・回）の減算となる。 

 

算定要件等 

○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合（新設） 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

○ 全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取

組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を

追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施

又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化

を求めるとともに、都道府県別の体制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。 
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身体的拘束等の適正化の推進 

【ア：短期入所系サービス、多機能系サービス、イ：訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、 

特定福祉用具販売、居宅介護支援】 

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。 

ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開

催等、指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が

講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。 

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。 

 

＜短期入所系サービス、多機能系サービスに新設＞ 

単位数 

身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算（新設） 

※平成 18 年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であった

が、各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、短期入所系・多

機能系サービスは所定単位数から平均して９単位程度/日の減算となる。 

 

基準・算定要件等 

＜基準＞ 

○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。・身体的拘束等の適正化のための指針を整備するこ

と。 

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

＜算定要件等＞ 

○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合・身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること 

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 

○ 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における

取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関

する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実
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施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束

等の適正化に向けた取組の強化を求める。 

 

 

 

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し 

【訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】 

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの

者に対して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件を見直

す。 

単位数 

 現行  改定後 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位/日 ※ ⇒ 変更なし 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位/日 ※ ⇒ 変更なし 

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）については、認知症専門ケア加算（Ⅰ）

90 単位/月、認知症専門ケア加算（Ⅱ）120 単位/月 

 

算定要件等 

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞ 

ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の２分の１以上 

イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が 20 人未満の場合

は１以上、20 人以上の場合は１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加

えて得た数以上配置ウ認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施

した場合エ当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会

議を定期的に開催 

＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞ 

ア 認知症専門ケア加算（Ⅰ）のイ・エの要件を満たすこと 

イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の 100 分の 20 以上 

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 

エ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施オ介護職員、

看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定 
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訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化 

【訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護】 

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随

時対応型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な

口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び

口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する

新たな加算を設ける。 

 

単位数 

口腔連携強化加算 50 単位/回（新設）※１月に１回に限り算定可能 

算定要件等 

○ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機

関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を

加算する。（新設） 

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号 C000

に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 

 

（イメージ図） 
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介護職員等の処遇改善【※改定時期注意】 

【介護職員処遇改善系加算対象の全サービス】 

○ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に 2.5％、令和７年度に 2.0％のベースアップへと確実につな

がるよう加算率の引上げを行う。 

○ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよ

う推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等

支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改

善加算」に一本化を行う。 

※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果

的な要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。 

＜※改定時期について＞ 

令和６年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程に

おける検討を踏まえ、令和６年６月１日施行とする。これを踏まえ、加算の一本化についても令和６

年６月１日施行とするが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認める

こととする改正は、令和６年４月１日施行とする。 

 

加算率 

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の

介護職員の常勤換算職員数に基づき設定。 

サービス区分 介護職員等処遇改善加算 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介

護看護  

24.5% 22.4% 18.2% 14.5% 

訪問入浴介護 10.0% 9.4% 7.9% 6.3% 

通所介護・地域密着型通所介護  9.2% 9.0% 8.0% 6.4% 

通所リハビリテーション 8.6% 8.3% 6.6% 5.3% 

認知症対応型通所介護  18.1% 17.4% 15.0% 12.2% 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護  14.9% 14.6% 13.4% 10.6% 

短期入所生活介護  14.0% 13.6% 11.3% 9.0% 

短期入所療養介護 （介護老人保健施設）  7.5% 7.1% 5.4% 4.4% 

短期入所療養介護 （介護医療院）・短期入所療養介護（病院等)  5.1% 4.7% 3.6% 2.9% 

算定要件等 

○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。 

○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改

善に充てることを要件とする。※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化

後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加

算額については、その２/３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。 
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（イメージ図）例は訪問介護 

 

 

 

経過措置区分として、令和６年度末まで介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)～(14)を設け、現行の３加算の取

得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにす

る。 

○現行の一本化後の新加算Ⅰ～Ⅳに直ちに移行できない事業所のため、激変緩和措置として、新加算Ⅴ(1

～14)を令和７年３月までの間に限り設置。 

○新加算Ⅴは、令和６年５月末日時点で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職

員等ベースアップ等支援加算（現行３加算）のうちいずれかの加算を受けている事業所が取得可能（新

加算Ⅰ～Ⅳのいずれかを取得している場合を除く。）。 

○新加算Ⅴは、現行３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げ

を受けることができるようにする経過措置。 

○新加算Ⅴの配分方法は、加算Ⅰ～Ⅳと同様、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員

に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。 
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＜介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅴの加算率と現行加算との対応イメージ＞ 

 

 

 

 

テレワークの取扱い 

【全サービス（居宅療養管理指導を除く。）】 

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切

に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務

ごとに具体的な考え方を示す。 
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特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者

へのサービス提供加算の対象地域の明確化 

【訪問系サービス、通所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援】 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用する

こととされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者

へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。 

 

基準 

加算 算定要件 単位数 

特別地域加算 別に厚生労働大臣が定める地域（※１）

に所在する事業所が、サービス提供を

行った場合 

所定単位数に 15/100 を乗じ

た単位数 

中山間地域等における小規模

事業所加算 

別に厚生労働大臣が定める地域（※２）

に所在する事業所が、サービス提供を

行った場合 

所定単位数に 10/100 を乗じ

た単位数 

中山間地域等に居住する者へ

のサービス提供加算 

別に厚生労働大臣が定める地域（※３）

に居住する利用者に対し、通常の事業

の実施地域を越えて、サービス提供を

行った場合 

所定単位数に５/100 を乗じた

単位数 

※１：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特

別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの

確保が著しく困難な地域 

※２：①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域 

※３：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠

原諸島、⑦半島振興対策実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島 

 

〇 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成 21 年厚生労働省告示第 83 号）及び厚生労働大臣が

定める地域（平成 24 年厚生労働省告示第 120 号）の規定を以下のように改正する。 
 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一

項に規定する過疎地域 

⇒ 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示

された過疎地域。 

. 
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特別地域加算の対象地域の見直し 

【訪問系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援】 

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であ

ると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新

たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直し

を行う。 

 

 

科学的介護推進体制加算の見直し 

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅

介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護

を推進する観点から、以下の見直しを行う。 

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。 

イ LIFE へのデータ提出頻度について、少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。 

ウ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする。 

 

算定要件等 

○ LIFE へのデータ提出頻度について、他の LIFE 関連加算と合わせ、少なくとも「３月に１回」に見直す。

○ その他、LIFE 関連加算に共通した見直しを実施。 

＜入力負担軽減に向けた LIFE 関連加算に共通する見直し＞ 

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する 

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるよう

にする 
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LIFE へのデータ提出頻度の見直し（イメージ） 

 

○ 各加算のデータ提出頻度について、サービス利用開始月より入力を求めている加算もあれば、サービス

利用開始後の計画策定時に入力が必要な加算もあり、同一の利用者であっても算定する加算によって入

力のタイミングが異なり、事業所における入力タイミングの管理が煩雑となっている。 

○ LIFE へのデータ提出について、「少なくとも３か月に１回」と統一する。 

○ また、同一の利用者に対して複数の加算を算定する場合のデータ提出頻度を統一できるよう、例えば、

月末よりサービス利用を開始する場合であって、当該利用者の評価を行う時間が十分確保できない場合

等、一定の条件の下で、提出期限を猶予する。 
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外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し 

【通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス】 

就労開始から６月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生（以下「外国人介護職員」という。）につ

いては、日本語能力試験 N1 又は N2 に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入

が認められていないが、就労開始から６月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員

がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。具体的には、外国人介護職員

の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導

の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することに

ついて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。 

その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。 

ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。 

イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備してい

ること。併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習の

ための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施

設において適切な指導及び支援体制の確保が必要であることを改めて周知する。 

 

 

算定要件等 

次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなし

ても差し支えないこととする。 

・受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過した外国人介護職員・受入れ施設において就労を開

始した日から６月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設（適切な研修体制及び安全管理

体制が整備されているものに限る。）に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修

の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護

職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの 

・日本語能力試験 N1 又は N2 に合格した者 

 

（イメージ図） 
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利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け 

【短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス】 

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析し

た上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。 

 

 

介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの活用促進 

【短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス】 

○ 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットや ICT 等のテクノロジ

ーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り

機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に

行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新

たな加算を設けることとする。 

○ 加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守

り機器等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等

を行っていることを評価する区分を設けることとする。 

 

単位数 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100 単位/月（新設） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10 単位/月（新設） 

算定要件等 

【生産性向上推進体制加算（Ⅰ）】（新設） 

○ （Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果（※１）が確認されていること。

○ 見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導入していること。 

○ 職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っていること。 

○ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）を行う

こと。 

注：生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、（Ⅱ）のデータによる業務改善の取

組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、（Ⅱ）の加算を取得せず、（Ⅰ）の加算を取得するこ

とも可能である。 

 

【生産性向上推進体制加算（Ⅱ）】（新設） 

○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行って

いること。 
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○ 見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

○ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）を行う

こと。 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

（※１）業務改善の取組による効果を示すデータ等について 

○（Ⅰ）において提供を求めるデータは、以下の項目とする。ア利用者のＱＯＬ等の変化（ＷＨＯ-５等）

イ総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化ウ年次有給休暇の取得状況の変化エ心理的負

担等の変化(SRS-18 等）オ機器の導入による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の変化（タイム

スタディ調査） 

〇（Ⅱ）において求めるデータは、（Ⅰ）で求めるデータのうち、アからウの項目とする。 

○（Ⅰ）における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保（アが維持又は向

上）された上で、職員の業務負担の軽減（イが短縮、ウが維持又は向上）が確認されることをいう。 

 

（※２）見守り機器等のテクノロジーの要件 

○ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。 

ア 見守り機器 

イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT 機器 

ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資する ICT 機器（複数の機器

の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。） 

○ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用す

ることであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。

なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、

機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。 
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訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し 

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 

 訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可が

あったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。また、介護保険法第 72 条第

１項による通所リハビリテーション事業所及び訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けてい

る介護老人保健施設及び介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の

配置基準を満たすことをもって基準を満たしているものとみなすこととする。 

 

訪問リハビリテーション事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所のみなし指定が可能な施設 

現行  改定後 

病院、診療所 ⇒ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院 

人員配置基準 

人員配置基準について、以下の規定を設ける 

（訪問リハビリテーションの場合） 

指定訪問リハビリテーション事業所が、みなし指定を受けた介護老人保健施設又は介護医療院である場合

は、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーション事業所の医師の配置基準を

満たしているものとみなすことができる。 
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地域区分の見直し 

【全サービス】 

令和６年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状

況にあると考えられる自治体については特例（※１）を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏ま

え、級地に反映する。また、平成 27 年度介護報酬改定時に設けられた経過措置（※２）については令和５

年度末までがその期限となっているが、令和８年度末までの延長を認める。 

 

（※１） 

ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの

範囲で引上げる又は引下げることを認める。 

ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。 

ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の

中に当該地域と４級地以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手

当の級地設定がある自治体を除く。 

ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分と

の隣接が単一（引下げの場合を除く。）の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある

自治体を除く。（新設） 

イ ５級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、４級地差になるまでの範囲で引上げ又は

引下げを認める。（新設） 

（注１） 隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とす

る。（アⅰのみ） 

（注２） 広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めている

が、令和５年度末に解散する場合について、激変緩和措置を設ける。 

（注３） 自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、３級地差以上の級地

差であっても２級地差になるまで引上げを認める。 

（注４） 障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、

経過措置等による特別な事情で介護報酬の級地より高くなっている場合、その範囲内におい

て、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げを可能とする。 

 

（※２）平成 27 年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の

設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択することが可能とするもの。 
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＜令和 6 年度から令和 8 年度までの地域区分一覧＞ 
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3.令和 6 年 4 月改定サービスの概要 
 

3-1. 居宅介護支援・介護予防支援 
 

基本報酬の変更と取扱い件数の見直し 

【居宅介護支援】 

居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進

め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。 

 

ア 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45 未満」に改めるとともに、

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」

に改める。 

イ 居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配

置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「45 未満」

を「50 未満」に改め、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」

から「50 以上 60 未満」に改める。 

ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者

数については、３分の１を乗じて件数に加えることとする。 
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＜居宅介護支援費Ⅰ＞ 

居宅介護支援費（Ⅱ）を算定していない事業所 

単位数 

 要介護度 現行  改定後 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 要介護１・2 1,076 単位 ⇒ 1,086 単位 

要介護３・4・5 1,398 単位 ⇒ 1,411 単位 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 要介護１・2 539 単位 ⇒ 544 単位 

要介護３・4・5 698 単位 ⇒ 704 単位 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ） 要介護１・2 323 単位 ⇒ 326 単位 

要介護３・4・5 418 単位 ⇒ 422 単位 

 

ケアマネジャー1 人当たりの取扱件数 

 現行  改定後 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 40 未満 ⇒ 45 未満 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 40 以上 60 未満 ⇒ 45 以上 60 未満 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ） 60 以上 ⇒ 変更なし 

 

 

＜居宅介護支援費Ⅱ＞ 

ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合 

単位数 

 要介護度 現行  改定後 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 要介護１・2 1,076 単位 ⇒ 1,086 単位 

要介護３・4・5 1,398 単位 ⇒ 1,411 単位 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ） 要介護１・2 522 単位 ⇒ 527 単位 

要介護３・4・5 677 単位 ⇒ 683 単位 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅲ） 要介護１・2 313 単位 ⇒ 316 単位 

要介護３・4・5 406 単位 ⇒ 410 単位 

 

ケアマネジャー1 人当たりの取扱件数 

 現行  改定後 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 45 未満 ⇒ 50 未満 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ） 45 以上 60 未満 ⇒ 50 以上 60 未満 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅲ） 60 以上 ⇒ 変更なし 
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介護支援専門員１人当たりの取扱い件数 

【居宅介護支援】 

基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに１以上の員数の常勤の

介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について、以下の見直しを行う。  

ア 原則、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数 44 又はその端数を増すごとに１

とする。  

イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータ

を電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステム（ケアプランデータ連携シス

テム）を活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に３分

の１を乗じた数を加えた数が 49 又はその端数を増すごとに１とする。 

 

基準 

現行  改定後 

利用者の数が 35 又はその端数を増すごとに１

とする。 

⇒ 

利用者の数（指定介護予防支援を行う場合にあっ 

ては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用

者の数に当該事業所における指定介護予防支援の

利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。）が

44 又はその端数を増すごとに 1 とする。 

  

指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデータ連 

携システムを利用し、かつ、事務職員を配置してい

る場合は、利用者の数が 49 又はその端数を増すご

とに 1 とする。 
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居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取

扱い 

【居宅介護支援、介護予防支援】 

令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになる

ことから、以下の見直しを行う。 

ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付け

ることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。  

イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。 

ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者

が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可

能とする。  

ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合（指

定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支

援事業所の管理 に支障がないときに限る。）には兼務を可能とする。  

ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居

住する者へのサービス提供加算の対象とする。 

 

（イメージ図） 
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介護予防支援費 

 現行  改定後 

介護予防支援費（Ⅰ） 

※地域包括支援センターが行う場合 

438 単位 
⇒ 

442 単位 

介護予防支援費（Ⅱ） 

※指定居宅介護支援事業者が行う場合（新設） 

  472 単位 

 

加算（新設） ※すべて介護予防支援費（Ⅱ）のみ算定可能。 

特別地域介護予防支援加算 

※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合 

所定単位の 15%を加算 

中山間地域等における小規模事業所加算 

※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合する場合 

所定単位数の 10％を加算 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

※ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事

業の実施地域を越えて、指定介護予防支援を行った場合 

所定単位数の５％を加算 
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居宅介護支援における特定事業所加算の見直し 

【居宅介護支援】 

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。 

ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困

窮者、 難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件と

するとともに、評価の充実を行う。  

イ （主任）介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支

援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明

確化する。  

ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。  

エ 介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を

行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

特定事業所加算（Ⅰ） 505 単位/月 ⇒ 519 単位/月 

特定事業所加算（Ⅱ） 407 単位/月 ⇒ 421 単位/月 

特定事業所加算（Ⅲ） 309 単位/月 ⇒ 323 単位/月 

特定事業所加算（A） 100 単位/月 ⇒ 114 単位/月 

算定要件等 
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他のサービス事業所との連携によるモニタリング 

【居宅介護支援、介護予防支援】 

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点か

ら、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見

直しを行う。  

ア 利用者の同意を得ること。  

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得て

いること。  

ⅰ 利用者の状態が安定していること。  

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある場合も含む）。  

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連

携により情報を収集すること。  

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること。 
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入院時情報連携加算の見直し 

【居宅介護支援】 

入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院後３日以内又は

入院後７日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価しているところ、入院当日中又は

入院後３日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しを行う。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設

定を行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 200 単位/月 ⇒ 250 単位/月 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 100 単位/月 ⇒ 200 単位/月 

算定要件 （Ⅰ）（Ⅱ）いずれかを算定 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

現行  改定後 

利用者が病院又は診療所に入院してから３日以

内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利

用者に係る必要な情報を提供していること。 
⇒ 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当

該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係

る必要な情報を提供していること。  

※ 入院日以前の情報提供を含む。  

※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した

場合は、入院日の翌日を含む。 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

現行  改定後 

利用者が病院又は診療所に入院してから４日以

上７日以内に、当該病院又は診療所の職員に対し

て当該利用者に係る必要な情報を提供している

こと。 
⇒ 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は

翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該

利用者に係る必要な情報を提供していること。  

※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院

日から起算して３日目が営業日でない場合は、

その翌日を含む。 
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通院時情報連携加算の見直し 

【居宅介護支援】 

通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上

でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用

者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする見直しを行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

通院時情報連携加算 50 単位/月 ⇒ 変更なし 

算定要件 

現行  改定後 

利用者が病院又は診療所において医師の診察を

受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に

対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の

当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとと

もに、医師等から当該利用者に関する必要な情報 

の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録し

た場合は、利用者１人につき１月に１回を限度と

して所定単位数を加算する。 

⇒ 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医

師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、

医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の

状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報

の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当

該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、

居宅サービス計画に記録した場合は、利用者１人に

つき１月に１回を限度として所定単位数を加算す

る。 
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ターミナルケアマネジメント加算等の見直し 

【居宅介護支援】 

ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観

点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象とな

る疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見

込みがないと診断した者を対象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナ

ルケアマネジメント加算の算定回数の要件についても見直しを行う。 

 

＜ターミナルケアマネジメント加算＞ 

算定要件 

現行  改定後 

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に

限る。）に対して、その死亡日及び死亡日前 14

日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同

意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用

者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅

サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者

に提供した場合 

⇒ 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケ

アの方針に関する当該利用者又はその家族の意向

を把握した上で、その死亡日及び死亡日前 14 日以

内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得

て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身

の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計

画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場

合 

 

＜特定事業所医療介護連携加算＞ 

算定要件 

現行  改定後 

前々年度の３月から前年度の２月までの間にお

いてターミナルケアマネジメント加算を５回以

上算定していること。 

⇒ 

前々年度の３月から前年度の２月までの間におい

てターミナルケアマネジメント加算を 15 回以上算

定していること。 
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ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化 

【居宅介護支援、介護予防支援、（（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）通所リハビリテーション）】 

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居

宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることと

されている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。 

 

算定要件等 

○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する（居宅介護支援の例）※赤字が追記部分 

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞ 

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその必要性を認めたも

のに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付

ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 

このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、

あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携

に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交

付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支え

ない。 

また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載

した医師に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション

については、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点か

ら、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成

することが望ましい。（後略） 
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公正中立性の確保のための取組の見直し 

【居宅介護支援】事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを

居宅介護支援事業者の努力義務とする。 

ア 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸

与の各サービスの割合  

イ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸

与の各サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの割合 

 

 

基準 

現行  改定後 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、前６月間に当該

指定居宅介護支援事業所において作成された居

宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下

「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月

間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画に位置付けられた訪問

介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サー

ビス事業者又は指定地域密着型サービス事業者

によって提供されたものが占める割合等につき

説明を行い、理解を得なければならない。 

⇒ 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提

供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画の総数のうち

に訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着

型通所介護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞ

れ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられ

た訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅

サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業

者によって提供されたものが占める割合につき説

明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 
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同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 

【居宅介護支援】 

介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と

併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居

している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。 

 

単位数 

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の 95％を算定（新設） 

算定要件等 

対象となる利用者 

・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事

業所と同一の建物に居住する利用者 

・指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20 人以上居住する建物（上記を除

く。）に居住する利用者 
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3-2.訪問介護 
  

基本報酬の変更 

訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一

定の月額賃金配分等により、まずは 14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大 24.5％まで、取得

できるように設定している。 

 

基本報酬 ※以下の単位数はすべて１回あたり 

  現行  改定後 

身体介護 20 分未満 167 単位 ⇒ 163 単位 

20 分以上 30 分未満 250 単位 ⇒ 244 単位 

30 分以上１時間未満 396 単位 ⇒ 387 単位 

１時間以上１時間 30 分未満 579 単位 ⇒ 567 単位 

以降 30 分を増すごとに算定 84 単位 ⇒ 82 単位 

生活介護 20 分以上 45 分未満 183 単位 ⇒ 179 単位 

45 分以上 225 単位 ⇒ 220 単位 

身体介護に引き続き生活援助を行っ

た場合 

67 単位 ⇒ 65 単位 

通院等乗降介助 99 単位 ⇒ 97 単位 
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訪問介護における特定事業所加算の見直し 

 訪問介護における特定事業所加算について、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等

で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から以下の見直しを行う。 

ア 看取り期における対応を適切に評価する観点から、重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関す

る要件を新たに追加する。 

イ 中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率に

ならざるを得ない場合があることから、利用者へ継続的なサービスを行っていることについて新たに評

価を行う。 

ウ 重度要介護者等への対応における現行要件について、実態を踏まえ一部の現行区分について見直し等を

行う。 

 

 

単位数 

現行  改定後 

特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の 20％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の 20％を加算 

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の 10％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の 10％を加算 

特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の 10％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の 10％を加算 

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算 

（廃止） 

特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 3％を加算 

（変更） 

  特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算 

（新設） 
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算定要件等 
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同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し 

 訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動

時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以

上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行

う。 

 

単位数 

現行  改定後 

①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する

敷地内に所在する建物に居住する

者（②に該当する場合を除く） 

⇒ ①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する

敷地内に所在する建物に居住する

者（②及び④に該当する場合を除

く） 

②15％減算 上記の建物のうち、当該建物に居

住する利用者の人数が１月あたり

50 人以上の場合 

⇒ ②15％減算 上記の建物のうち、当該建物に居住

する利用者の人数が１月あたり

50 人以上の場合 

③10％減算 上記①以外の範囲に所在する建物

に居住する者（当該建物に居住す

る利用者の人数が１月あたり 20

人以上の場合） 

⇒ ③10％減算 上記①以外の範囲に所在する建物

に居住する者（当該建物に居住する

利用者の人数が１月あたり 20 人

以上の場合） 

  ④12%減算 

（新設） 

正当な理由なく、事業所において、

前６月間に提供した訪問介護サー

ビスの提供総数のうち、事業所と同

一敷地内又は隣接する敷地内に所

在する建物に居住する者（②に該当

する場合を除く）に提供されたもの

の占める割合が 100 分の 90 以上

である場合 
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算定要件等 
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3-3.訪問入浴介護 
 

基本報酬の変更 

 

単位数 ※以下の単位数はすべて１回あたり 

 現行  改定後 

訪問入浴介護 1,260 単位 ⇒ 1,266 単位 

介護予防訪問入浴介護 852 単位 ⇒ 856 単位 

 

 

訪問入浴介護における看取り対応体制の評価 

 訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職

種との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

看取り連携体制加算 64 単位/回（新設）※死亡日及び死亡日以前 30 日以下に限る。 

算定要件等 

○利用者基準 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等か

ら介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサー

ビスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）である

こと。 

○事業所基準 

イ 病院、診療所又は訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）との連携により、

利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーショ

ン等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整

していること。 

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の

内容を説明し、同意を得ていること。ハ看取りに関する職員研修を行っていること。 
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3-4.定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
 

基本報酬の変更、夜間対応型の新設 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の機能・役割や利用状況等を踏まえ、将来的な

サービスの統合を見据えて、夜間対応型訪問介護との一体的実施を図る観点から、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した新たな区分を設ける。 

 

基本報酬 

※以下の単位数はすべて１月あたり（夜間訪問型の定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費を除く） 

  現行  改定後 

一体型事業所  

（訪問看護なし） 

要介護 1 5,697 単位 ⇒ 5,446 単位 

要介護 2 10,168 単位 ⇒ 9,720 単位 

要介護 3 16,883 単位 ⇒ 16,140 単位 

要介護 4 21,357 単位 ⇒ 20,417 単位 

要介護 5 25,829 単位 ⇒ 24,692 単位 

一体型事業所  

（訪問看護あり） 

要介護 1 8,312 単位 ⇒ 7,946 単位 

要介護 2 12,985 単位 ⇒ 12,413 単位 

要介護 3 19,821 単位 ⇒ 18,948 単位 

要介護 4 24,434 単位 ⇒ 23,358 単位 

要介護 5 29,601 単位 ⇒ 28,298 単位 

連携型事業所  

（訪問看護なし） 

要介護 1 5,697 単位 ⇒ 5,446 単位 

要介護 2 10,168 単位 ⇒ 9,720 単位 

要介護 3 16,883 単位 ⇒ 16,140 単位 

要介護 4 21,357 単位 ⇒ 20,417 単位 

要介護 5 25,829 単位 ⇒ 24,692 単位 

夜間訪問型（新設） 

（一体型事業所、 

連携型事業所共に） 

夜間にのみサービスを

必要とする利用者 

基本夜間訪問型サービス費   989 単位/月【定額】 

定期巡回サービス費  372 単位/回【出来高】 

随時訪問サービス費（Ⅰ）  567 単位/回【出来高】 

随時訪問サービス費（Ⅱ） 

（２人の訪問介護員等により

訪問する場合） 

 764 単位/回【出来高】 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としてお

り、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは 14.5%から、経験技能のある職員等の配置に

よる最大 24.5％まで取得できるように設定している。 

  



令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル 

 

44 

 

総合マネジメント体制強化加算の見直し 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い

手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様

な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、

地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。なお、現行の加算区

分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。 

 

単位数 

現行  改定後 

総合マネジメント体制

強化加算 

1,000 単位/月 

⇒ 

総合マネジメント体制

強化加算（Ⅰ） 

1,200 単位/月（新設） 

総合マネジメント体制

強化加算（Ⅱ） 

800 単位/月（変更） 

算定要件等 
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ターミナルケア加算の見直し 

ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるタ

ーミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

ターミナルケア加算 2,000 単位/死亡月 ⇒ 2,500 単位/死亡月（変更） 

算定要件等 

変更なし 

 

 

 

 

訪問看護等における 24 時間対応体制の充実 

 緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看

護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を設ける。 

 

緊急時訪問看護加算 

現行  改定後 

緊急時訪問看護加算 

⇒ 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）（新設） 

一体型定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の場合 

315 単位/月 一体型定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の場合 

325 単位/月 

 緊急時訪問看護加算（Ⅱ） 

一体型定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の場合 

315 単位/月 

算定要件等 

＜緊急時訪問看護加算（Ⅰ）＞（新設） 

○次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制に

あること。 

（２）緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われているこ

と。 

＜緊急時訪問看護加算（Ⅱ）＞ 

○緊急時訪問看護加算（Ⅰ）の（１）に該当するものであること。 
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退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化 

退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。 

 

算定要件 

現行  改定後 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに

当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等

（准看護師を除く。）が、退院時共同指導（当該

者又はその看護に当たっている者に対して、病

院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の

主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療

養上必要な指導を行い、その内容を提供すること

をいう。）を行った後に、当該者の退院又は退所

後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行っ

た場合に、退院時共同指導加算として、当該退院

又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利

用者については、２回）に限り、所定単位数を加

算する。ただし、初回加算を算定する場合には、

退院時共同指導加算は算定しない。 

⇒ 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に

入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当た

り、指定訪問看護ステーションの看護師等（准看護

師を除く。）が、退院時共同指導（当該者又はその看

護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護

老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他

の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行

い、その内容を文書により提供することをいう。）を

行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対

する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共

同指導加算として、当該退院又は退所につき１回

（特別な管理を必要とする利用者については、２

回）に限り、所定単位数を加算する。ただし、初回

加算を算定する場合には、退院時共同指導加算は算

定しない。 

 

 

随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が行う随時対応サービスについて、適切な訪問体制が確実に確保

されており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間

連携が可能であることを明確化する。 

 

算定要件等 

一体的実施ができる範囲について、都道府県を越えて連携を行っている場合の運用については、その範囲が

明確になっていないため、適切な訪問体制が確実に確保されており、利用者へのサービス提供に支障がない

ことを前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可能であることを明確化する。 
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3-5.夜間対応型訪問介護 
 

基本報酬の変更 

 夜間対応型訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等

の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは 14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大 24.5％

まで、取得できるように設定している。 

 

基本報酬 

  現行  改定後 

夜間対応型訪問介護（Ⅰ）

【定額】＋【出来高】 

定

額  

 

基本夜間対応型訪問介護費 

 （オペレーションサービス部

分） 

1,025 単位/月 ⇒ 989 単位/月 

出

来

高 

定期巡回サービス費  

（訪問サービス部分） 

386 単位/回 ⇒ 372 単位/回 

随時訪問サービス費（Ⅰ） 

 （訪問サービス部分） 

588 単位/回 ⇒ 567 単位/回 

随時訪問サービス費（Ⅱ） 

 （訪問サービス部分） 

792 単位/回 ⇒ 764 単位/回 

夜間対応型訪問介護（Ⅱ）【包括報酬】 

 

2,800 単位/回 ⇒ 2,702単位/回 
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3-6.通所介護・地域密着型通所介護 
 

基本報酬の変更 

 

＜通所介護＞ 

 

＜地域密着通所介護＞ 

基本報酬 

※以下の単位数はすべて１回あたり（７時間以上８時間未満の場合） 

 現行  改定後 

要介護 1 750 単位 ⇒ 753 単位 

要介護 2 887 単位 ⇒ 890 単位 

要介護 3 1,028 単位 ⇒ 1,032 単位 

要介護 4 1,168 単位 ⇒ 1,172 単位 

要介護 5 1,308 単位 ⇒ 1,312 単位 

 

  

基本報酬 

※以下の単位数はすべて１回あたり（７時間以上８時間未満の場合） 

  現行  改定後 

通常規模型 要介護 1 655 単位 ⇒ 658 単位 

要介護 2 773 単位 ⇒ 777 単位 

要介護 3 896 単位 ⇒ 900 単位 

要介護 4 1,018 単位 ⇒ 1,023 単位 

要介護 5 1,142 単位 ⇒ 1,148 単位 

大規模型Ⅰ 要介護 1 626 単位 ⇒ 629 単位 

要介護 2 740 単位 ⇒ 744 単位 

要介護 3 857 単位 ⇒ 861 単位 

要介護 4 975 単位 ⇒ 980 単位 

要介護 5 1,092 単位 ⇒ 1,097 単位 

大規模型Ⅱ 要介護 1 604 単位 ⇒ 607 単位 

要介護 2 713 単位 ⇒ 716 単位 

要介護 3 826 単位 ⇒ 830 単位 

要介護 4 941 単位 ⇒ 946 単位 

要介護 5 1,054 単位 ⇒ 1,059 単位 
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豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所

要時間の取扱いの明確化 

豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介

護費等の所要時間について、利用者の心身の状況（急な体調不良等）に限らず、積雪等をはじめとする急な

気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。 

 

算定要件等 

現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所

介護等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要

時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。上記

「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等

により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。なお、計画上の所要時間よ

りも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

 

 

 

通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し 

 通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点か

ら、従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを

求めることとする。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。 

 

認知症加算 

現行  改定後 

60 単位/日 ⇒ 変更なし 

算定要件等 

○ 指定居宅サービス等基準第 93 条第１項第２号又は第３号・指定地域密着型サービス基準第 20 条第１

項第２号又は第３号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保している

こと。 

○ 指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間

の利用者の総数のうち，日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者の占める割合が 100 分の 15 以上であること。 

○ 指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護・指定地域密着

型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認

知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を１名以上配置していること。 

○ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催し

ていること。（新設） 
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リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書

の見直し 

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個

別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。 

 

算定要件等 

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、

他の様式における LIFE 提出項目を踏まえた様式に見直し。 

 

 

 

通所介護等における入浴介助加算の見直し 

 通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取

組を促進する観点から、以下の見直しを行う。 

ア 入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算（Ⅰ）の算定要件に、入浴介助に関わ

る職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材

の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用して状

況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。加えて、利用者の居宅における

自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係る現行の Q＆A や留意事項

通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。 

 

単位数 

 現行  改定後 

入浴介助加算（Ⅰ） 40 単位/日 ⇒ 変更なし 

入浴介助加算（Ⅱ） 55 単位/日 ⇒ 変更なし 

算定要件等 

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞ 

・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 

・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 

 

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて） 

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の

評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅

改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴

室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用

者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支

援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助
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言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護

職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴

室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。 

・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握

した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する

内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。 

・上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居

宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を

設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。 

（イメージ図） 
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アウトカム評価の充実のための ADL 維持等加算の見直し 

 ADL 維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL 維持等

加算（Ⅱ）における ADL 利得の要件について、「２以上」を「３以上」と見直す。また、ADL 利得の計算方

法の簡素化を行う。 

 

算定要件等 

＜ADL 維持等加算（Ⅰ）＞ 

○ 以下の要件を満たすこと 

イ 利用者等（当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が 10 人以上であること。 

ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用が

ない場合はサービスの利用があった最終月）において、BarthelIndex を適切に評価できる者が ADL 値

を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定した ADL 値から利用開始月に測定した ADL 値を控

除し、初月の ADL 値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値（調整済 ADL 利得）について、

利用者等から調整済 ADL 利得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評

価対象利用者等の調整済 ADL 利得を平均して得た値が１以上であること。 

 

＜ADL 維持等加算（Ⅱ）＞ 

○ ADL 維持等加算（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。 

○ 評価対象利用者等の調整済 ADL 利得を平均して得た値が３以上であること。 

 

＜ADL 維持等加算（Ⅰ）（Ⅱ）について＞ 

○ 初回の要介護認定があった月から起算して 12 月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリ

ハビリテーションを併用している利用者の場合の ADL 維持等加算利得の計算方法を簡素化。 
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通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員配置要件の緩

和及び評価の見直し 

 通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算について、機能訓練を行う人材の有効活用を図る

観点から、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいて、現行、機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて 1

名以上配置しなければならないとしている要件を緩和するとともに、評価の見直しを行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56 単位/日 ⇒ 変更なし 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 85 単位/日 ⇒ 76 単位/日（変更） 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20 単位/月 ⇒ 変更なし 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの算定要件等 

＜ニーズ把握・情報収集＞ 

通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとと

もに、居宅での生活状況を確認。 
 

＜機能訓練指導員の配置＞ 

専従１名以上配置（配置時間の定めなし） 

※人員欠如減算・定員超過減算に該当している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。 

※個別機能訓練加算（Ⅰ）イの配置（専従 1 名以上配置(配置時間の定めなし））に加え、合計で２名以上の

機能訓練指導員を配置している時間帯において算定が可能。 
 

＜計画作成＞ 

居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練

計画を作成。 
 

＜機能訓練項目＞ 

利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練

項目は複数種類を準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。 
 

＜訓練の対象者＞ 

５人程度以下の小集団又は個別。 
 

＜訓練の実施者＞ 

機能訓練指導員が直接実施（介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない） 
 

＜進捗状況の評価＞ 

３か月に１回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用

者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し

等を行う。 
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（イメージ図） 
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通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化 

 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎

先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用

者との同乗を可能とする。 

 

算定要件等 

（送迎の範囲について） 

○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の

居住実態（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。（他介護事業

所利用者との同乗について） 

 

○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員とし

て送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任

の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。（障害福祉サービス利用者との同

乗について） 

 

○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ

場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可

能とする。※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、

利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。 
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3-7.認知症対応型通所介護 
 

基本報酬の変更 

 

基本報酬 

※以下の単位数はすべて１回あたり（７時間以上８時間未満の場合） 

  現行  改定後 

単独型 要支援 1 859 単位 ⇒ 861 単位 

要支援 2 959 単位 ⇒ 961 単位 

要介護 1 992 単位 ⇒ 994 単位 

要介護 2 1,100 単位 ⇒ 1,102 単位 

要介護 3 1,208 単位 ⇒ 1,210 単位 

要介護 4 1,316 単位 ⇒ 1,319 単位 

要介護 5 1,424 単位 ⇒ 1,427 単位 

併設型 要支援 1 771 単位 ⇒ 773 単位 

要支援 2 862 単位 ⇒ 864 単位 

要介護 1 892 単位 ⇒ 894 単位 

要介護 2 987 単位 ⇒ 989 単位 

要介護 3 1,084 単位 ⇒ 1,086 単位 

要介護 4 1,181 単位 ⇒ 1,183 単位 

要介護 5 1,276 単位 ⇒ 1,278 単位 

共用型 要支援 1 483 単位 ⇒ 484 単位 

要支援 2 512 単位 ⇒ 513 単位 

要介護 1 522 単位 ⇒ 523 単位 

要介護 2 541 単位 ⇒ 542 単位 

要介護 3 559 単位 ⇒ 560 単位 

要介護 4 577 単位 ⇒ 578 単位 

要介護 5 597 単位 ⇒ 598 単位 
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豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所

要時間の取扱いの明確化 

豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介

護費等の所要時間について、利用者の心身の状況（急な体調不良等）に限らず、積雪等をはじめとする急な

気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。 

 

算定要件等 

現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所

介護等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要

時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。上記

「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等

により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。なお、計画上の所要時間よ

りも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

 

 

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書

の見直し 

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個

別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。 

 

算定要件等 

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、

他の様式における LIFE 提出項目を踏まえた様式に見直し。 
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通所介護等における入浴介助加算の見直し 

 通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取

組を促進する観点から、以下の見直しを行う。 

ア 入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算（Ⅰ）の算定要件に、入浴介助に関わ

る職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材

の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用して状

況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。加えて、利用者の居宅における

自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係る現行の Q＆A や留意事項

通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。 

 

単位数 

 現行  改定後 

入浴介助加算（Ⅰ） 40 単位/日 ⇒ 変更なし 

入浴介助加算（Ⅱ） 55 単位/日 ⇒ 変更なし 

算定要件等 

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞ 

・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 

・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 

 

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて） 

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の

評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅

改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴

室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用

者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支

援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助

言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護

職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴

室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。 

・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握

した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する

内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。 

・上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居

宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を

設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。 
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（イメージ図） 
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アウトカム評価の充実のための ADL 維持等加算の見直し 

 ADL 維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL 維持等

加算（Ⅱ）における ADL 利得の要件について、「２以上」を「３以上」と見直す。また、ADL 利得の計算方

法の簡素化を行う。 

 

算定要件等 

＜ADL 維持等加算（Ⅰ）＞ 

○ 以下の要件を満たすこと 

イ 利用者等（当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が 10 人以上であること。 

ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用が

ない場合はサービスの利用があった最終月）において、BarthelIndex を適切に評価できる者が ADL 値

を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定した ADL 値から利用開始月に測定した ADL 値を控

除し、初月の ADL 値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値（調整済 ADL 利得）について、

利用者等から調整済 ADL 利得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評

価対象利用者等の調整済 ADL 利得を平均して得た値が１以上であること。 

 

＜ADL 維持等加算（Ⅱ）＞ 

○ ADL 維持等加算（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。 

○ 評価対象利用者等の調整済 ADL 利得を平均して得た値が３以上であること。 

 

＜ADL 維持等加算（Ⅰ）（Ⅱ）について＞ 

○ 初回の要介護認定があった月から起算して 12 月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリ

ハビリテーションを併用している利用者の場合の ADL 維持等加算利得の計算方法を簡素化。 
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通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化 

 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎

先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用

者との同乗を可能とする。 

 

算定要件等 

（送迎の範囲について） 

○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の

居住実態（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。（他介護事業

所利用者との同乗について） 

 

○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員とし

て送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任

の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。（障害福祉サービス利用者との同

乗について） 

 

○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ

場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可

能とする。※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、

利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。 
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3-8.療養通所介護 
 

基本報酬の変更 

療養通所介護の利用者は医療ニーズを有する中重度者であり、包括報酬において新たに利用する際の判断が

難しい場合があること、登録者以外の者が緊急に利用する必要が生じる場合があることから、中重度者が必要

に応じて利用しやすくなるよう、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分を設ける。 

 

単位数 

 現行  改定後 

療養通所介護 12,691 単位/月 ⇒ 12,785 単位/月 

短期利用療養通所介護   1,335 単位/日 （新設） 

算定要件等 

○ 短期利用療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の基準（新設） 

 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利

用することが必要と認めた場合であること。 

ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを

得ない事情がある場合は 14 日以内）の利用期間を定めること。 

ハ 指定地域密着型サービス基準第 40 条に定める従業者の員数を置いていること。 

ニ 当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護費の減算（※）を算定していないこと。 

※入浴介助を行わない場合に所定単位数の 95/100 で算定、過少サービスの場合に所定単位数の

70/100 で算定 
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療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価 

 主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律の包括報酬である一方、重

度の利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度

の利用者へのサービスを提供するための体制を評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

重度者ケア体制加算 150 単位/月（新設） 

算定要件等 

療養通所介護費における重度者ケア体制加算の基準（新設） 

 

次のいずれにも適合すること。 

イ 指定地域密着型サービス基準第 40 条第２項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法

で３以上確保していること。 

ロ 指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第 37 条の２第２項第５号に規定する指定研修

機関において行われる研修等（※）を修了した看護師を１以上確保していること。 

ハ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施してい

ること。 

※ 認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指

定する指定研修機関において行われる研修 
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通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化 

 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎

先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用

者との同乗を可能とする。 

 

算定要件等 

（送迎の範囲について） 

○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の

居住実態（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。（他介護事業

所利用者との同乗について） 

 

○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員とし

て送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任

の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。（障害福祉サービス利用者との同

乗について） 

 

○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ

場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可

能とする。※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、

利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。 
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3-9.短期入所生活介護 
 

基本報酬の変更 

 

基本報酬 ※以下の単位数はすべて１日あたり 

  現行  改定後 

単独型・従来型個室 要支援１ 474 単位 ⇒ 479 単位 

要支援 2 589 単位 ⇒ 596 単位 

要介護 1 638 単位 ⇒ 645 単位 

要介護 2 707 単位 ⇒ 715 単位 

要介護 3 778 単位 ⇒ 787 単位 

要介護 4 847 単位 ⇒ 856 単位 

要介護 5 916 単位 ⇒ 926 単位 

単独型・ユニット型個室 要支援１ 555 単位 ⇒ 561 単位 

要支援 2 674 単位 ⇒ 681 単位 

要介護 1 738 単位 ⇒ 746 単位 

要介護 2 806 単位 ⇒ 815 単位 

要介護 3 881 単位 ⇒ 891 単位 

要介護 4 949 単位 ⇒ 959 単位 

要介護 5 1,017 単位 ⇒ 1,028 単位 

併設型・従来型個室 要支援１ 446 単位 ⇒ 451 単位 

要支援 2 555 単位 ⇒ 561 単位 

要介護 1 596 単位 ⇒ 603 単位 

要介護 2 665 単位 ⇒ 672 単位 

要介護 3 737 単位 ⇒ 745 単位 

要介護 4 806 単位 ⇒ 815 単位 

要介護 5 874 単位 ⇒ 884 単 

併設型・ユニット型個室 要支援１ 523 単位 ⇒ 529 単位 

要支援 2 649 単位 ⇒ 656 単位 

要介護 1 696 単位 ⇒ 704 単位 

要介護 2 764 単位 ⇒ 772 単位 

要介護 3 838 単位 ⇒ 847 単位 

要介護 4 908 単位 ⇒ 918 単位 

要介護 5 976 単位 ⇒ 987 単位 
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短期入所生活介護における看取り対応体制の強化 

 短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイ

ト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行っ

た場合に評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

看取り連携体制加算 64 単位/日（新設） 

※死亡日及び死亡日以前 30 日以下について、７日を限度 

算定要件等 

○ 次のいずれかに該当すること。（新設） 

（１）看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定していること。 

（２）看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護

職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携によ

り、24 時間連絡できる体制を確保していること。 

〇 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内

容を説明し、同意を得ていること。 

 

 

 

ユニットケア施設管理者研修の努力義務化 

ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講

するよう努めなければならないこととする。 

 

 

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化 

ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、

より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間

の勤務が可能であることを明確化する。 

 

 

  



令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル 

67 

 

短期入所生活介護における長期利用の適正化 

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サー

ビスの目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均

衡を図ることとする。 

 

＜短期入所生活介護＞ 

改定後 （例）要介護 3 の場合 

 単独型 併設型 単独型ユニット型 併設型ユニット型 

基本報酬 

 

787 単位 745 単位 891 単位 847 単位 

長期利用者減算適用後 

（31 日～60 日） 

757 単位 715 単位 861 単位 817 単位 

長期利用の適正化  

（61 日以降）（新設） 

732 単位 715 単位 815 単位 815 単位 

（参考） 

介護老人福祉施設 

732 単位 815 単位 

※長期利用について、介護福祉施設サービス費の単位数と同単位数とする。（併設型は、すでに長期利用者に

対する減算によって介護福祉施設サービス費以下の単位数となっていることから、さらなる単位数の減は行

わない。） 

 

＜介護予防短期入所生活介護＞ 

（ユニット型）介護予防短期入所生活介護費について【改定後】   

  

要支援 1 （ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護１の単位数の 100 分の 75 に

相当する単位数を算定する。（新設） 

要支援 2 （ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護１の単位数の 100 分の 93 に

相当する単位数を算定する。（新設） 

 

算定要件等 

＜短期入所生活介護＞ 

連続して 60 日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者 

＜介護予防短期入所生活介護＞ 

連続して 30 日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所している利用者 
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基準費用額（居住費）の見直し 

○ 令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、

在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に

勘案し、基準費用額（居住費）を 60 円/日引き上げる。 

○ 基準費用額（居住費）を下記のとおり見直す。 

○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者につ

いては、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。  

 

基準費用額額（居住費） 

 現行  改定後 

多床室（特養等） 855 円 ⇒ 915 円 

多床室（老健・医療院等） 377 円 ⇒ 437 円 

従来型個室（特養等） 1,171 円 ⇒ 1,231 円 

従来型個室（老健・医療院等） 1,668 円 ⇒ 1,728 円 

ユニット型個室的多床室 1,668 円 ⇒ 1,728 円 

ユニット型個室 2,006 円 ⇒ 2,066 円 
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3-10.短期入所療養介護 
 

基本報酬の変更 

 

基本報酬 ※以下の単位数はすべて１日あたり 

  現行  改定後 

介護老人保健施設 

（介護予防）短期入所療養介護(Ⅰ)(iii)(多床室)(基本型) 

要支援１ 610 単位 ⇒ 613 単位 

要支援 2 768 単位 ⇒ 774 単位 

要介護 1 827 単位 ⇒ 830 単位 

要介護 2 876 単位 ⇒ 880 単位 

要介護 3 939 単位 ⇒ 944 単位 

要介護 4 991 単位 ⇒ 997 単位 

要介護 5 1,045 単位 ⇒ 1,052 単位 

介護老人保健施設 

（介護予防）短期入所療養介護(Ⅰ)(iv)(多床室)(在宅強

化型) 

要支援１ 658 単位 ⇒ 672 単位 

要支援 2 817 単位 ⇒ 834 単位 

要介護 1 875 単位 ⇒ 902 単位 

要介護 2 951 単位 ⇒ 979 単位 

要介護 3 1,014 単位 ⇒ 1,044 単位 

要介護 4 1,071 単位 ⇒ 1,102 単位 

要介護 5 1,129 単位 ⇒ 1,161 単位 

病院療養病床 

（介護予防）短期入所療養介護(Ⅰ)(v) 

(多床室)(療養機能強化型Ａ)(看護 6：1、介護 4：1) 

要支援１ 626 単位 ⇒ 639 単位 

要支援 2 784 単位 ⇒ 801 単位 

要介護 1 849 単位 ⇒ 867 単位 

要介護 2 960 単位 ⇒ 980 単位 

要介護 3 1,199 単位 ⇒ 1,224 単位 

要介護 4 1,300 単位 ⇒ 1,328 単位 

要介護 5 1,391 単位 ⇒ 1,421 単位 

病院療養病床 

（介護予防）短期入所療養介護(Ⅰ)(vi)(多床室)(療養機

能強化型Ｂ)(看護 6：1、介護 4：1) 

要支援１ 614 単位 ⇒ 627 単位 

要支援 2 772 単位 ⇒ 788 単位 

要介護 1 837 単位 ⇒ 855 単位 

要介護 2 946 単位 ⇒ 966 単位 

要介護 3 1,181 単位 ⇒ 1,206 単位 

要介護 4 1,280 単位 ⇒ 1,307 単位 

要介護 5 1,370 単位 ⇒ 1,399 単位 
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総合医学管理加算の見直し 

 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用

者の受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。 

ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理

を目的とするものについては同加算の対象とする。 

イ 算定日数について７日を限度としているところ、10 日間を限度とする。 

 

単位数 

 現行  改定後 

総合医学管理加算  275 単位/日 
⇒ 

変更なし 

 

算定要件等 

現行  改定後 

１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める

基準に従い、居宅サービス計画において計画的に

行うこととなっていない指定短期入所療養介護

を行った場合に、７日を限度として１日につき所

定単位数を加算する。 

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 

⇒ 

１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める

基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合

に、10 日を限度として１日につき所定単位数を

加算する。 

 

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 

 

 

ユニットケア施設管理者研修の努力義務化 

ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講

するよう努めなければならないこととする。 
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介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間における人

員配置基準の緩和 

令和３年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間における

人員配置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設（ユニット型を除く。）及び短期入所療養介護の夜間の配置

基準について、見直しを行う。 

 

算定要件等 

現行  改定後 

配置人員数：2 人以上 

利用者等の数が 40 以下で、緊急時の連絡体制を

常時整備している場合は１人以上 

⇒ 

配置人員数：1.6 人以上 

利用者等の数が 40 以下で、緊急時の連絡体制を

常時整備している場合は１人以上 

○ １日あたりの配置人員数を現行２人以上としているところ、要件を満たす場合は 1.6 人以上とする。た

だし、配置人員数は常時１人以上配置することとする。 
 

＜要件＞ 

・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること 

・夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用していること 

・安全体制を確保していること（※） 
 

※安全体制の確保の具体的要件 

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置 

②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 

③緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等） 

④機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む） 

⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施 

⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施 

 

○ 見守り機器や ICT 導入後、上記の要件を少なくとも３か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映で

きるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会（具体的要件①）にお

いて、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものと

する。 

 

 

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化 

ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、

より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間

の勤務が可能であることを明確化する。 
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基準費用額（居住費）の見直し 

○ 令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、

在宅で生活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に

勘案し、基準費用額（居住費）を 60 円/日引き上げる。 

○ 基準費用額（居住費）を下記のとおり見直す。 

○ 従来から補足給付の仕組みにおける負担限度額を０円としている利用者負担第１段階の多床室利用者につ

いては、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする。  

 

基準費用額額（居住費） 

 現行  改定後 

多床室（特養等） 855 円 ⇒ 915 円 

多床室（老健・医療院等） 377 円 ⇒ 437 円 

従来型個室（特養等） 1,171 円 ⇒ 1,231 円 

従来型個室（老健・医療院等） 1,668 円 ⇒ 1,728 円 

ユニット型個室的多床室 1,668 円 ⇒ 1,728 円 

ユニット型個室 2,006 円 ⇒ 2,066 円 

 

 

 

 

  



令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル 

73 

 

3-11.小規模多機能型居宅介護 
 

基本報酬の変更 

 

基本報酬  

  現行  改定後 

同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

（単位数は１月あたり） 

要支援１ 3,438 単位 ⇒ 3,450 単位 

要支援 2 6,948 単位 ⇒ 6,972 単位 

要介護 1 10,423 単位 ⇒ 10,458 単位 

要介護 2 15,318 単位 ⇒ 15,370 単位 

要介護 3 22,283 単位 ⇒ 22,359 単位 

要介護 4 24,593 単位 ⇒ 24,677 単位 

要介護 5 27,117 単位 ⇒ 27,209 単位 

同一建物に居住する者に対して行う場合  

（単位数は１月あたり） 

要支援１ 3,098 単位 ⇒ 3,109 単位 

要支援 2 6,260 単位 ⇒ 6,281 単位 

要介護 1 9,391 単位 ⇒ 9,423 単位 

要介護 2 13,802 単位 ⇒ 13,849 単位 

要介護 3 20,076 単位 ⇒ 20,144 単位 

要介護 4 22,158 単位 ⇒ 22,233 単位 

要介護 5 24,433 単位 ⇒ 24,516 単位 

短期利用の場合 （単位数は１日あたり） 要支援１ 423 単位 ⇒ 424 単位 

要支援 2 529 単位 ⇒ 531 単位 

要介護 1 570 単位 ⇒ 572 単位 

要介護 2 638 単位 ⇒ 640 単位 

要介護 3 707 単位 ⇒ 709 単位 

要介護 4 774 単位 ⇒ 777 単位 

要介護 5 840 単位 ⇒ 843 単位 
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総合マネジメント体制強化加算の見直し 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い

手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様

な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、

地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。なお、現行の加算区

分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。 

 

単位数 

現行  改定後 

総合マネジメント体制

強化加算 

1,000 単位/月 

⇒ 

総合マネジメント体制

強化加算（Ⅰ） 

1,200 単位/月（新設） 

総合マネジメント体制

強化加算（Ⅱ） 

800 単位/月（変更） 

 

 

算定要件等 
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小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化 

小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新たに

認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分を設け

る。その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。 

 

単位数 

現行  改定後 

認知症加算（Ⅰ） 800 単位/月 

⇒ 

認知症加算（Ⅰ） 920 単位/月（新設） 

認知症加算（Ⅱ） 890 単位/月（新設） 

認知症加算（Ⅱ） 500 単位/月 認知症加算（Ⅲ） 760 単位/月（変更） 

認知症加算（Ⅳ） 460 単位/月（変更） 

算定要件等 

＜認知症加算（Ⅰ）＞（新設） 

○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 20 人未満の場合

は１以上、20 人以上の場合は１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加

えて得た数以上配置 

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 

○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的

に開催 

○ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 

○ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定 

 

＜認知症加算（Ⅱ）＞（新設） 

○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 20 人未満の場合

は１以上、20 人以上の場合は１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加

えて得た数以上配置 

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 

○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的

に開催 

 

＜認知症加算（Ⅲ）＞（現行のⅠと同じ） 

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を行った場合 

 

＜認知症加算（Ⅳ）＞（現行のⅡと同じ） 

○ 要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対し

て、（看護）小規模多機能型居宅介護を行った場合 
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小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し 

小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業所を効率

的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。 

 

算定要件等 

現行  改定後 

（管理者） 

第六十四条指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務

に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設されている場合の項の

中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職

務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定

訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定

を併せて受け、一体的な運営を行っている場合

には、これらの事業に係る職務を含む。）若しく

は法第百十五条の四十五第一項に規定する介護

予防・日常生活支援総合事業（同項第一号ニに規

定する第一号介護予防支援事業を除く。）に従事

することができるものとする。 

⇒ 

（管理者） 

第六十四条指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の

事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。 
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3-12.看護小規模多機能型居宅介護 
 

基本報酬の変更 

 

基本報酬  

  現行  改定後 

同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

（単位数は１月あたり） 

要介護 1 12,438 単位 ⇒ 12,447 単位 

要介護 2 17,403 単位 ⇒ 17,415 単位 

要介護 3 24,464 単位 ⇒ 24,481 単位 

要介護 4 27,747 単位 ⇒ 27,766 単位 

要介護 5 31,386 単位 ⇒ 31,408 単位 

同一建物に居住する者に対して行う場合  

（単位数は１月あたり） 

要介護 1 11,206 単位 ⇒ 11,214 単位 

要介護 2 15,680 単位 ⇒ 15,691 単位 

要介護 3 22,042 単位 ⇒ 22,057 単位 

要介護 4 25,000 単位 ⇒ 25,017 単位 

要介護 5 28,278 単位 ⇒ 28,298 単位 

短期利用の場合 （単位数は１日あたり） 要介護 1 570 単位 ⇒ 571 単位 

要介護 2 637 単位 ⇒ 638 単位 

要介護 3 705 単位 ⇒ 706 単位 

要介護 4 772 単位 ⇒ 773 単位 

要介護 5 838 単位 ⇒ 839 単位 
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総合マネジメント体制強化加算の見直し 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い

手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様

な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、

地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。なお、現行の加算区

分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。 

 

単位数 

現行  改定後 

総合マネジメント体制

強化加算 

1,000 単位/月 

⇒ 

総合マネジメント体制

強化加算（Ⅰ） 

1,200 単位/月（新設） 

総合マネジメント体制

強化加算（Ⅱ） 

800 単位/月（変更） 

算定要件等 
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専門性の高い看護師による訪問看護の評価 

医療ニーズの高い訪問看護利用者が増える中で、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門

性の高い看護師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する

計画的な管理を行うことを評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

専門管理加算 250 単位/月（新設） 

算定要件等 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所の

緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為

研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に加算

する。（新設） 

 

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管

理を行った場合 

・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者 

・人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者 

 

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合 

・診療報酬における手順書加算を算定する利用者 

※対象の特定行為：気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタ

ンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない

壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量

の調整、脱水症状に対する輸液による補正 
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看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進 

看護小規模多機能型居宅介護において、介護度によらず利用者ごとの利用頻度が幅広く、利用料や「通い・

泊まり・訪問（看護・介護）」の各サービスの利用ニーズの有無等を理由に新規利用に至らないことがあるこ

とを踏まえ、利用者の柔軟な利用を促進する観点から、以下の見直しを行う。 

ア 当該登録者へのサービス提供回数が過少な場合は、基本報酬を減算する。 

イ 緊急時訪問看護加算について、緊急時の宿泊サービスを必要に応じて提供する体制を評価する要件を追

加する見直しを行う。 

 

看護小規模多機能型居宅介護費（１月につき）の算定要件 

現行  改定後 

算定月における提供回数について、登録者（短期利

用居宅介護費を算定する者を除く。）１人当たり平

均回数が、週４回に満たない場合は、所定単位数の

100 分の 70 に相当する単位数を算定する。 
⇒ 

看護小規模多機能型居宅介護費（１月につき）算

定月における提供回数について、週平均１回に満

たない場合、又は登録者（短期利用居宅介護費を

算定する者を除く。）１人当たり平均回数が、週４

回に満たない場合は、所定単位数の 100 分の 70

に相当する単位数を算定する。 

 

緊急時対応加算（旧 緊急時訪問看護加算） 

現行  改定後 

緊急時訪問看護加算 574 単位/月 ⇒ 緊急時対応加算（変更） 774 単位/月（変更） 

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対

して当該基準により 24 時間連絡できる体制にあ

って、かつ、計画的に訪問することとなっていな

い緊急時における訪問を必要に応じて行う体制に

ある場合（訪問看護サービスを行う場合に限る。）

には、１月につき所定単位数を加算する。 

⇒ 

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対

して当該基準により 24 時間連絡できる体制にあ

って、かつ、計画的に訪問することとなっていな

い緊急時における訪問及び計画的に宿泊すること

となっていない緊急時における宿泊を必要に応じ

て行う体制にある場合（訪問については、訪問看

護サービスを行う場合に限る。）には、１月につき

所定単位数を加算する。 
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ターミナルケア加算の見直し 

ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるタ

ーミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

ターミナルケア加算 2,000 単位/死亡月 ⇒ 2,500 単位/死亡月（変更） 

算定要件等 

変更なし 

 

 

情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価 

離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る観点から、ターミナ

ルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の評価を新たに設け

る。 

 

単位数 

遠隔死亡診断補助加算 150 単位/回（新設） 

算定要件等 

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ

001 の注８（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001―２の注６の規定により準用する場合（指定特定施設

入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除

く。）を含む。）に規定する死亡診断加算を算定する利用者（別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用

者に限る。）について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った

場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定単位数に加算する。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

【参考】 

Ｃ001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ） 

注８ 死亡診断加算 200 点 
 

以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成

29 年９月厚生労働省）」に基づき、ICT を利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又

は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。 

ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。 

イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要することが見込ま

れる状況であること。 

ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他

の保険医療機関において区分番号「Ｃ005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若し
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くは「Ｃ005－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて

訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三

に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「Ｃ005」

在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「Ｃ005－１－２」同一建物居住者訪問

看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定してい

ること。 

 

 

看護小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化 

小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新たに

認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分を設け

る。その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。 

 

単位数 

現行  改定後 

認知症加算（Ⅰ） 800 単位/月 

⇒ 

認知症加算（Ⅰ） 920 単位/月（新設） 

認知症加算（Ⅱ） 890 単位/月（新設） 

認知症加算（Ⅱ） 500 単位/月 認知症加算（Ⅲ） 760 単位/月（変更） 

認知症加算（Ⅳ） 460 単位/月（変更） 

算定要件等 

＜認知症加算（Ⅰ）＞（新設） 

○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 20 人未満の場合

は１以上、20 人以上の場合は１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加

えて得た数以上配置 

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 

○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的

に開催 

○ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 

○ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定 

 

＜認知症加算（Ⅱ）＞（新設） 

○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 20 人未満の場合

は１以上、20 人以上の場合は１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加

えて得た数以上配置 

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合 

○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的

に開催 
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＜認知症加算（Ⅲ）＞（現行のⅠと同じ） 

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を行った場合 

 

＜認知症加算（Ⅳ）＞（現行のⅡと同じ） 

○ 要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対し

て、（看護）小規模多機能型居宅介護を行った場合 
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アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し 

排せつ支援加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。 

 

ア 排せつ状態の改善等についての評価に加え、尿道カテーテルの抜去についても新たに評価を行う。 

イ 医師又は医師と連携した看護師による評価を少なくとも「６月に１回」から「３月に１回」に見直す。

ウ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。 

エ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする。 

 

算定要件等 

○ LIFE 関連加算に共通した見直しを実施。 

＜入力負担軽減に向けた LIFE 関連加算に共通する見直し＞ 

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する 

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるよ

うにする 

＜排せつ支援加算（Ⅰ）＞ 

○ 以下の要件を満たすこと。 

イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した

看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚

生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。 

ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看

護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を

作成し、支援を継続して実施していること。ハイの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ご

とに支援計画を見直していること。 

＜排せつ支援加算（Ⅱ）＞ 

○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介

護状態の軽減が見込まれる者について、 

・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がな

いこと。 

・又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。 

・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去され

たこと。 

＜排せつ支援加算（Ⅲ）＞ 

○ 排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介

護状態の軽減が見込まれる者について、 

・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がな

い 

・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去され

たこと。 

・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。 
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アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し 

褥瘡マネジメント加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。 

 

ア 施設入所時又は利用開始時に既に発生していた褥瘡が治癒したことについても評価を行う。 

イ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。 

ウ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能とする。 

 

算定要件等 

○ LIFE 関連加算に共通した見直しを実施。 

＜入力負担軽減に向けた LIFE 関連加算に共通する見直し＞ 

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する 

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるよ

うにする 

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）＞ 

○ 以下の要件を満たすこと。 

イ 入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と

関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも３月に１回評価す

ること。 

ロ イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他

褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

ハ イの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者

又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

ニ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者又

は利用者の状態について定期的に記録していること。 

ホ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること 

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）＞ 

○ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、

褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとさ

れた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。 

＜褥瘡対策指導管理（Ⅱ）＞ 

○ 褥瘡対策指導管理（Ⅰ）に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡の認

められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所

者について、褥瘡の発生のないこと。 
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看護小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し 

看護小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業所を

効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないことと

する。 

 

算定要件等 

現行  改定後 

（管理者） 

第百七十二条 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所に併設する前条第七項各号に

掲げる施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

⇒ 

（管理者） 

第百七十二条 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又

は他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 
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看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化 

看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供されるサービスに、看護サ

ービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化する法改正があったことから、その旨を

運営基準においても明確化する。 

 

算定要件等 

現行  改定後 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取

扱方針） 

第百七十七条 

一 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者

が住み慣れた地域での生活を継続すること

ができるよう、利用者の病状、心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービ

スを柔軟に組み合わせることにより、療養上

の管理の下で妥当適切に行うものとする。 

 

⇒ 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱

方針） 

第百七十七条 

一 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が

住み慣れた地域での生活を継続することができ

るよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、通いサービス、

訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合

わせることにより、当該利用者の居宅において、

又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間

宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並び

に療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適

切に行うものとする。 
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3-13.福祉用具貸与・特定福祉用具販売 
 

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 

【福祉用具貸与、特定福祉用具販売】 

 

概要 

○ 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な

利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。具

体的には、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負

担が抑えられる者の割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえ

を除く）及び多点杖を対象とする。 

○ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、

以下の対応を行う。 

ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（※）が、福祉用

具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリッ

ト及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提

供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。 

※介護支援専門員については、居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正。 

イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始

後６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。 

ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定

福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等

からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、

使用方法の指導、修理等（メンテナンス）を行うよう努めることとする。 

 

イメージ図 
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モニタリング実施時期の明確化 

【福祉用具貸与】福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用

具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。 

 

基準 

現行  改定後 

福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状

況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉

用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与

計画を作成しなければならない。 

⇒ 

福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況

及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具

貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（モニタリング）を行う時期等を記載した福祉用具

貸与計画を作成しなければならない。 

 

 

モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付 

【福祉用具貸与】 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門相談員

が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。 

 

基準 

現行  改定後 

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成

後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を

行うものとする。 

⇒ 

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成

後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニ

タリング）を行うものとする。 

福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録

し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス

計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告し

なければならない。 

福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏ま

え、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行

うものとする。 

※介護予防福祉用具貸与に同趣旨の規定あり 
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福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応 

【（介護予防）福祉用具貸与、特定福祉用具販売】 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方

検討会において取りまとめられた対応の方向性を踏まえ、福祉用具の安全利用の促進、サービスの質の向上及

び給付の適正化の観点から、福祉用具に係る事故情報のインターネット公表、福祉用具専門相談員指定講習カ

リキュラムの見直し、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しや自治体向けの点検マニュアルの

作成等の対応を行う。 

 

算定要件等 

介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において、福祉用具の適時・適切な利用、利

用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点から、福祉用具の貸与・販売種目のあり方や福祉用具貸

与・販売に関する諸課題について検討を行い、対応の方向性が取りまとめられた。これを踏まえ、必要な対

応を行う。 

 

＜介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会取りまとめ（概要）＞ 

○ 安全な利用の促進 

・福祉用具貸与事業所向けの「事故報告様式」及び「利用安全の手引き」の活用促進 

・福祉用具の事故及びヒヤリ・ハット情報に関するインターネット上での公表等 

○ サービスの質の向上 

・福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し 

・現に従事している福祉用具専門相談員に対する研修機会及び PDCA の適切な実践に関する周知徹底等 

○ 給付の適正化 

・「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」の見直し（新たな福祉用具の追加、医療職を含む多職種

や自治体職員等の幅広い関係者で共有できる内容とする観点からの見直し） 

・自治体職員等によるチェック体制の充実・強化を図るための自治体向け点検マニュアルの作成等 
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4.令和 6 年 6 月改定サービスの概要 
 

4-1.訪問看護【令和 6 年 6 月改定】 
 

基本報酬の変更 

 

【訪問看護】 

※以下の単位数はすべて１回あたり（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合を除く） 

  現行  改定後 

指定訪問看護ステ

ーションの場合 

20 分未満 313 単位 ⇒ 314 単位 

30 分未満 470 単位 ⇒ 471 単位 

30 分以上１時間未満 821 単位 ⇒ 823 単位 

１時間以上１時間 30 分未満 1,125 単位 ⇒ 1,128 単位 

理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士の場合 

293 単位 ⇒ 294 単位 

病院又は診療所の

場合１ 

20 分未満 265 単位 ⇒ 266 単位 

30 分未満 398 単位 ⇒ 399 単位 

30 分以上１時間未満 573 単位 ⇒ 574 単位 

１時間以上１時間 30 分未満 842 単位 ⇒ 844 単位 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場

合 （１月につき） 

2,954 単位 ⇒ 2,961 単位 

 

【介護予防訪問看護】 

※以下の単位数はすべて１回あたり 

  現行  改定後 

指定訪問看護ステ

ーションの場合 

20 分未満 302 単位 ⇒ 303 単位 

30 分未満 450 単位 ⇒ 451 単位 

30 分以上１時間未満 792 単位 ⇒ 794 単位 

１時間以上１時間 30 分未満 1,087 単位 ⇒ 1,090 単位 

理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士の場合 

283 単位 ⇒ 284 単位 

病院又は診療所の

場合１ 

20 分未満 255 単位 ⇒ 256 単位 

30 分未満 381 単位 ⇒ 382 単位 

30 分以上１時間未満 552 単位 ⇒ 553 単位 

１時間以上１時間 30 分未満 812 単位 ⇒ 814 単位 
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専門性の高い看護師による訪問看護の評価 

医療ニーズの高い訪問看護利用者が増える中で、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門

性の高い看護師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する

計画的な管理を行うことを評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

専門管理加算 250 単位/月（新設） 

算定要件等 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所の

緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為

研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に加算

する。（新設） 

 

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管

理を行った場合 

・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者 

・人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者 

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合 

・診療報酬における手順書加算を算定する利用者 

※対象の特定行為：気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボ

タンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のな

い壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与

量の調整、脱水症状に対する輸液による補正 
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円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進 

要介護者等のより円滑な在宅移行を訪問看護サービスとして推進する観点から、看護師が退院・退所当日に

初回訪問することを評価する新たな区分を設ける。 

 

単位数  

現行  改定後 

初回加算 1,260 単位 
⇒ 

初回加算（Ⅰ） 350 単位/月（新設） 

初回加算（Ⅱ） 300 単位/月 

算定要件等 

○ 初回加算（Ⅰ）（新設） 

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に指定訪問看護事業

所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算（Ⅱ）を算

定している場合は、算定しない。 

○ 初回加算（Ⅱ） 

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の

指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算（Ⅰ）を算定している場合は、

算定しない。 

 

 

ターミナルケア加算の見直し 

ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるタ

ーミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

ターミナルケア加算 2,000 単位/死亡月 ⇒ 2,500 単位/死亡月（変更） 

算定要件等 

変更なし 
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情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価 

離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る観点から、ターミナ

ルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の評価を新たに設け

る。 

 

単位数 

遠隔死亡診断補助加算 150 単位/回（新設） 

算定要件等 

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ

001 の注８（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001―２の注６の規定により準用する場合（指定特定施設

入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除

く。）を含む。）に規定する死亡診断加算を算定する利用者（別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用

者に限る。）について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った

場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定単位数に加算する。 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

【参考】 

Ｃ001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ） 

注８ 死亡診断加算 200 点 
 

以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成

29 年９月厚生労働省）」に基づき、ICT を利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又

は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。 

ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。 

イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要することが見込ま

れる状況であること。 

ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他

の保険医療機関において区分番号「Ｃ005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若し

くは「Ｃ005－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて

訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。 
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訪問看護等における 24 時間対応体制の充実 

 緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看

護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を設ける。 

 

単位数 

現行  改定後 

緊急時訪問看護加算 

⇒ 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）（新設） 

指定訪問看護ステーションの

場合 

574 単位/月 指定訪問看護ステーションの

場合 

600 単位/月 

病院又は診療所の場合 315 単位/月 病院又は診療所の場合 325 単位/月 

一体型定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の場合 

315 単位/月 一体型定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の場合 

325 単位/月 

 緊急時訪問看護加算（Ⅱ） 

指定訪問看護ステーションの

場合 

574 単位/月 

病院又は診療所の場合 315 単位/月 

一体型定期巡回・随時対応型

訪問 介護看護事業所の場合 

315 単位/月 

算定要件等 

＜緊急時訪問看護加算（Ⅰ）＞（新設） 

○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制に

あること。 

（２）緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われているこ

と。 

＜緊急時訪問看護加算（Ⅱ）＞ 

○ 緊急時訪問看護加算（Ⅰ）の（１）に該当するものであること。 
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訪問看護における 24 時間対応のニーズに対する即応体制の確保 

訪問看護における 24 時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、サービス提供体制が確

保されている場合は看護師等以外の職員も利用者又は家族等からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行

う。 

算定要件等 

次のいずれにも該当し、24 時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、24

時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外

の職員（以下「看護師等以外の職員」とする。）でも差し支えない。 

ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュア

ルが整備されていること。 

イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可

能な体制が整備されていること。 

ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状

況を明らかにすること。 

エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。

報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。 

オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。 

カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して都道府県知事に届け出ること。 
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退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化 

退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。 

 

算定要件 

現行  改定後 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに

当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等

（准看護師を除く。）が、退院時共同指導（当該

者又はその看護に当たっている者に対して、病

院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の

主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療

養上必要な指導を行い、その内容を提供すること

をいう。）を行った後に、当該者の退院又は退所

後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行っ

た場合に、退院時共同指導加算として、当該退院

又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利

用者については、２回）に限り、所定単位数を加

算する。ただし、初回加算を算定する場合には、

退院時共同指導加算は算定しない。 

⇒ 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に

入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当た

り、指定訪問看護ステーションの看護師等（准看護

師を除く。）が、退院時共同指導（当該者又はその看

護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護

老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他

の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行

い、その内容を文書により提供することをいう。）を

行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対

する初回の指定訪問看護を行った場合に、退院時共

同指導加算として、当該退院又は退所につき１回

（特別な管理を必要とする利用者については、２

回）に限り、所定単位数を加算する。ただし、初回

加算を算定する場合には、退院時共同指導加算は算

定しない。 
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理学療法士等による訪問看護の評価の見直し 

理学療法士等による訪問看護の提供実態を踏まえ、訪問看護に求められる役割に基づくサービスが提供さ

れるようにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況及びサービス提供体制等に係る加算の算定状況

に応じ、理学療法士等の訪問における基本報酬及び 12 月を超えた場合の減算について見直しを行う。 

 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合 

 現行  改定後 

訪問看護 なし 

⇒ 

厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪

問看護事業所については、１回につき８単位を所

定単位数から減算する。（新設） 

介護予防訪問看護 なし 

⇒ 

厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介

護予防訪問看護事業所については、１回につき８

単位を所定単位数から減算する。（新設） 

12 月を超えて行う場合は、

１回につき５単位を所定単

位数から減算する。 

⇒ 

12 月を超えて行う場合は、介護予防訪問看護費

の減算（※）を算定している場合は、１回につき

15 単位を所定単位数から更に減算し、介護予防

訪問看護費の減算を算定していない場合は、１回

につき５単位を所定単位数から減算する。（変更） 

（※）厚生労働大臣が定める施設基準に該当する

場合の８単位減算 

算定要件等 

○ 次に掲げる基準のいずれかに該当すること（新設） 

イ 当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護

職員による訪問回数を超えていること。 

ロ 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。 
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4-2.訪問リハビリテーション【令和 6 年 6 月改定】 
 

基本報酬の変更 

要介護者及び要支援者に対する訪問リハビリテーションにつて、利用者の状態像に応じた、より適切な評価

を行う観点から、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの基本報酬に一定の差を設ける。 

 

単位数 ※以下の単位数はすべて１回あたり 

 現行  改定後 

訪問リハビリテーション 307 単位 ⇒ 308 単位 

介護予防訪問リハビリテーション 307 単位 ⇒ 298 単位 

算定要件等 

変更なし 

 

 

医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化 

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師

等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供す

る際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション

実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける。 

 

算定要件等 

＜運営基準（省令）＞ 

サービス毎に、以下を規定（通所リハビリテーションの例） 

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテ

ーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該

利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

 

 

 

 



令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル 

 

100 

 

退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進 

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療

機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、

医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

退院時共同指導加算 600 単位/回（新設） 

算定要件等 

（訪問リハビリテーションの場合）  

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導（※）を行った後に、

当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を

加算する。（新設） 

（※）利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーション

に必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることをいう。 

 

 

訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進 

認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏ま

え、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビ

リテーションの実施を評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240 単位/日（新設） 

算定要件等 

次の要件を満たす場合、１週に２日を限度として加算。（新設）  

・認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると

判断された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、そ

の退院（所）日又は訪問開始日から３月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。 
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訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一

体的取組の推進 

リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、

通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合

を評価する新たな区分を設ける。 

ア 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。 

イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で

一体的に共有すること。その際、必要に応じて LIFE に提出した情報を活用していること。 

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について

関係職種に対し共有していること。また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーション、訪

問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算（B）の要件について新規区分とし、加

算区分を整理する。 

 

 

 

 

単位数 

現行  改定後 

リハビリテーションマネジメント

加算(A)イ 

180 単位/月 ⇒ リハビリテーションマネジメント

加算(イ) 

180 単位/月 

リハビリテーションマネジメント

加算(A)ロ 

213 単位/月 ⇒ リハビリテーションマネジメント

加算(ロ) 

213 単位/月 

リハビリテーションマネジメント

加算(B)イ 

450 単位/月 ⇒ 廃止（以下の条件に統合） 

リハビリテーションマネジメント

加算(B)ロ 

483 単位/月 ⇒ 廃止（以下の条件に統合） 

  ※医師が利用者又はその家族に説明した場合上記

に加えて 270 単位 

（新設・B の要件の組み替え） 
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算定要件等 

＜リハビリテーションマネジメント加算(イ)＞  

・現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イ と同要件を設定。  

＜リハビリテーションマネジメント加算(ロ)＞  

・現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ と同要件を設定。  

＜リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合＞（新設）  

・現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定し、別の加算として設定。 
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介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価 

【介護予防訪問リハビリテーション】介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切

なサービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。 

ア 利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション

会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフ

ィードバックを受けて PDCA サイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。 

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するよう LIFE へリハビリテーション

のデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。 

 

利用開始日の属する月から 12 月超の減算 

現行  改定後 

5 単位/回減算 
⇒ 

要件を満たした場合 減算なし（新設） 

要件を満たさない場合 30 単位/回減算（変更） 

 

事業所評価加算 

現行  改定後 

120 単位/月 ⇒ 廃止 

 

算定要件等 

利用開始日の属する月から 12 月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行う場合の減算を行わない

基準（新設） 

・３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用

者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利

用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。 

・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの

提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

ていること。 
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退院直後の診療未実施減算の免除、経過措置の延長等 

 入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始す

る観点から、退院後１月に限り、入院中の医療機関の医師の情報提供のもと、訪問リハビリテーションを実施

した場合の減算について見直す。 

 また、リハビリテーション計画の作成に当たって事業所医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事

業所外の医師が診療した場合の減算（診療未実施減算）について、以下の見直しを行う。 

ア 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和６年３月 31 日までとされている

適用猶予措置期間を３年間延長する。 

イ 適用猶予措置期間中においても、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことについ

て、事業所が確認を行うことを義務付ける。 

 

単位数 

 現行  改定後 

診療未実施減算 50 単位減算 

⇒ 

変更なし 

※入院中リハビリテーションを受けていた利用

者の退院後１ヶ月に限り減算を適用しない 

算定要件等 

○以下のいずれにも該当する場合、訪問リハビリテーションの診療未実施減算を適用しない。 

・医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士か

らリハビリテーションの提供を受けた利用者であること。 

・訪問リハビリテーション事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供

を受けていること。 

・当該利用者の退院日から起算して１月以内の訪問リハビリテーションの提供であること。 

 

○事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、以下を要件とし、診

療未実施減算を適用した上で訪問リハビリテーションを提供できる。 

（１）指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な

医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師

から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。 

（２）当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。 

（３）当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリ

テーション計画を作成すること。 

 

上記の規定に関わらず、令和９年３月 31 日までの間に、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合には、

同期間に限り、診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリテーションを提供できる。  

・上記（１）及び（３）に適合すること。  

・（２）に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。 
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ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化 

【居宅介護支援、介護予防支援、（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション）】 

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居

宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることと

されている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。 

 

算定要件等 

○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する（居宅介護支援の例）※赤字が追記部分 

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞ 

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその必要性を認めたも

のに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付

ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 

このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、

あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携

に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交

付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支え

ない。 

また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載

した医師に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション

については、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点か

ら、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成

することが望ましい。（後略） 
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4-3.居宅療養管理指導【令和 6 年 6 月改定】 
 

基本報酬の変更 

 

基本報酬 ※以下の単位数はすべて１回あたり（介護予防も同様） 

医師が行う場合 

  現行  改定後 

居宅療養管理指導（Ⅰ）  

（Ⅱ以外の場合に算定） 

単一建物居住者が１人 514 単位 ⇒ 515 単位 

単一建物居住者が２～９人 486 単位 ⇒ 487 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 445 単位 ⇒ 446 単位 

居宅療養管理指導（Ⅱ）  

（在宅時医学総合管理料等を算定す

る利用者を対象とする場合に算定） 

単一建物居住者が１人 298 単位 ⇒ 299 単位 

単一建物居住者が２～９人 286 単位 ⇒ 287 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 259 単位 ⇒ 260 単位 

歯科医師が行う場合 

 単一建物居住者が１人 516 単位 ⇒ 517 単位 

単一建物居住者が２～９人 486 単位 ⇒ 487 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 440 単位 ⇒ 441 単位 

薬剤師が行う場合 

（１）病院又は診療所の薬剤師 単一建物居住者が１人 565 単位 ⇒ 566 単位 

単一建物居住者が２～９人 416 単位 ⇒ 417 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 379 単位 ⇒ 380 単位 

（２）薬局の薬剤師 単一建物居住者が１人 517 単位 ⇒ 518 単位 

単一建物居住者が２～９人 378 単位 ⇒ 379 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 341 単位 ⇒ 342 単位 

情報通信機器を用いて行う場合 45 単位 ⇒ 46 単位 

管理栄養士が行う場合 

（１）当該事業所の管理栄養士 単一建物居住者が１人 544 単位 ⇒ 545 単位 

単一建物居住者が２～９人 486 単位 ⇒ 487 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 443 単位 ⇒ 444 単位 

（２）当該事業所以外の管理栄養士 単一建物居住者が１人 524 単位 ⇒ 525 単位 

単一建物居住者が２～９人 466 単位 ⇒ 467 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 423 単位 ⇒ 424 単位 

歯科衛生士が行う場合 

 単一建物居住者が１人 361 単位 ⇒ 362 単位 

単一建物居住者が２～９人 325 単位 ⇒ 326 単位 

単一建物居住者が 10 人以上 294 単位 ⇒ 295 単位 
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患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進 

 薬剤師が行う居宅療養管理指導について、在宅患者に対して適切な薬物療法を提供する観点から、以下の見

直しを行う。 

ア 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療

養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評価する新たな加算を設ける。 

イ 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の

使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評価する新たな加算を設ける。 

ウ 心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となることから、末期の悪性腫瘍の者

及び中心静脈栄養を受けている者と同様に、週に２回かつ１月に８回を限度として算定することを可能とす

る。 

 

単位数 

医療用麻薬持続注射療法加算 250 単位/回（新設） 

在宅中心静脈栄養法加算 150 単位/回（新設） 

算定要件等 

＜医療用麻薬持続注射療法加算＞（新設） 

○在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等

について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、１回につき 250

単位を所定単位数に加算する。 

※疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、必要な薬学

的管理指導を行っている場合に算定する加算（100 単位）との併算定は不可。 

○麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 39 条第１項の規定による高度管

理医療機器の販売業の許可を受けていること。 

 

＜在宅中心静脈栄養法加算＞（新設） 

○在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確

認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、１回につき 150 単位を所定単位数に加算する。 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 39 条第１項の規定による高度管

理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第 39 条の３第１項の規定による管理医療機器の販売

業の届出を行っていること。 

 

＜終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理＞（変更） 

○在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき、

当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介

護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者の人

数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、以下の
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者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、１月に８回

を限度として、所定単位数を算定する。 

イ末期の悪性腫瘍の者 

ロ中心静脈栄養を受けている者 

ハ注射による麻薬の投与を受けている者 

 

 

管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実 

 居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導及び歯科衛生士

等による歯科衛生指導を充実させる観点から、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。 

 

算定要件等 

現行  改定後 

二 管理栄養士が行う場合  

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難

なものに対して、（中略）１月に２回を限度とし

て、所定単位数を算定する。 

 

ホ 歯科衛生士等が行う場合  

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難 

なものに対して、（中略）１月に４回を限度とし

て、所定単位数を算定する。 

⇒ 

二 管理栄養士が行う場合  

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに 

対して、（中略）１月に２回を限度として、所定単位

数を算定する。 

 

ホ 歯科衛生士等が行う場合  

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに 

対して、（中略）１月に４回を限度として、所定単位

数を算定する。 

 

 

 

 

 

  



令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル 

109 

 

がん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実 

 居宅療養管理指導について、全身状態の悪化とともに口腔衛生管理の頻度が増加する終末期がん患者の歯科

衛生士等による歯科衛生指導を充実させる観点から、終末期がん患者の利用者について居宅療養管理指導（歯

科衛生士等が行う場合）の算定回数上限を緩和する。 

 

算定要件等 

利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場

合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所

の歯科衛生士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に４回

（がん末期の利用者については、１月に６回）を限度として、所定単位数を算定する。 

 

 

管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し 

 終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応じる観点から、一時的に頻回な介入が必要と医師が

判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問することを可能とする見直しを行う。 

 

算定要件等 

算定要件（追加内容） 

・計画的な医学的管理を行っている医師が、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要

がある旨の特別の指示を行う。 

・利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行う。 

・特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導は、その指示の日から 30 日間に限り、従来の居

宅療養管理指導の限度回数（１月に２回）を超えて、２回を限度として行うことができる。 
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薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し 

 オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師による情報通信機器を用

いた居宅療養管理指導について、以下の見直しを行う。 

ア 初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定を可能とする。 

イ 訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について

も算定可能とする。 

ウ 居宅療養管理指導の上限である月４回まで算定可能とする。 

 

単位数  

 現行  改定後 

情報通信機器を用いた場合 45 単位/回（月１回まで） ⇒ 46 単位/回（月４回まで）（変更） 

算定要件等 

現行  改定後 

○ 診療報酬における在宅時医学総合管理料に規

定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付

された利用者であること。  

○ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅

療養管理指導費のハ(2)を月に１回算定して

いること。 

⇒ 

 

 

⇒ 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長 

 居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の

必要性等を踏まえ、令和６年３月 31 日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長す

る。 

 ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置  

 イ 業務継続計画の策定等 
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4-4.通所リハビリテーション【令和 6 年 6 月改定】 
 

基本報酬、事業所区分の変更 

 リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模

別の基本報酬について、以下の見直しを行う。 

ア 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模

型、大規模型の２段階に変更する。 

イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。 

 ⅰリハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の 80%を超えていること。 

 ⅱリハビリテーション専門職の配置が 10：１以上であること。 
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（※）「ⅰリハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の 80%を超えていること」「ⅱリハビ

リテーション専門職の配置が 10：１以上であること」の要件を全て満たせば通常規模型と同様の単位

数で算定が可能。 

 

介護予防通所リハビリテーション 

 現行  改定後 

要支援 1 2,053 単位/月 ⇒ 2,268 単位/月 

要支援 2 3,999 単位/月 ⇒ 4,228 単位/月 

 

 

  

通所リハビリテーション 

※以下の単位数はすべて１回あたり（７時間以上８時間未満の場合） 

 現行  改定後 

通常規模型 要介護 1 757 単位 ⇒ 通常規模型 762 単位 

要介護 2 897 単位 ⇒ 903 単位 

要介護 3 1,039 単位 ⇒ 1,046 単位 

要介護 4 1,206 単位 ⇒ 1,215 単位 

要介護 5 1,369 単位 ⇒ 1,379 単位 

大規模型Ⅰ/大規模型Ⅱ 要介護 1 734/708 単位 ⇒ 大規模型（※） 

 

714 単位 

要介護 2 868/841 単位 ⇒ 847 単位 

要介護 3 1,006/973 単位 ⇒ 983 単位 

要介護 4 1,166/1,129 単位 ⇒ 1,140 単位 

要介護 5 1,325/1,282 単位 ⇒ 1,300 単位 
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豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所

要時間の取扱いの明確化 

豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介

護費等の所要時間について、利用者の心身の状況（急な体調不良等）に限らず、積雪等をはじめとする急な

気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。 

 

算定要件等 

現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所

介護等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要

時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。上記

「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等

により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。なお、計画上の所要時間よ

りも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

 

 

 

通所リハビリテーションにおける機能訓練事業所の共生型サービス、 基準該

当サービスの提供の拡充 

 障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練（機能

訓練）を拡充する観点から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練（機能訓練）又は基準

該当自立訓練（機能訓練）の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練（機能訓練）を提供する際の人員及び

設備の共有を可能とする。 
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医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化 

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師

等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビリテーションを提供す

る際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション

実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける。 

 

算定要件等 

＜運営基準（省令）＞ 

サービス毎に、以下を規定（通所リハビリテーションの例） 

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテ

ーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該

利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。 
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退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進  

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療

機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、

医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。 

 

単位数 

退院時共同指導加算 600 単位/回（新設） 

算定要件等 

（通所リハビリテーションの場合）  

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った後に、当該

者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を

加算する。（新設） 

（※）利用者又はその家族に対して、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーション

に必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させることをいう。 
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訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一

体的取組の推進 

リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、

通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件を満たす場合

を評価する新たな区分を設ける。 

ア 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。 

イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で

一体的に共有すること。その際、必要に応じて LIFE に提出した情報を活用していること。 

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について

関係職種に対し共有していること。また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーション、訪

問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算（B）の要件について新規区分とし、加

算区分を整理する。 
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＜リハビリテーションマネジメント加算＞ 

単位数 

現行  改定後 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(A)イ 

同意日の属する月から６月以内 

560 単位/月 ⇒ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(イ) 

同意日の属する月から６月以内 

560 単位/月 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(A)イ 

同意日の属する月から６月超 

240 単位/月 ⇒ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(イ) 

同意日の属する月から６月超 

240 単位/月 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(A)ロ 

同意日の属する月から６月以内 

593 単位/月 ⇒ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(ロ) 

同意日の属する月から６月以内 

593 単位/月 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(A)ロ 

同意日の属する月から６月超 

273 単位/月 ⇒ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(ロ) 

同意日の属する月から６月超 

273 単位/月 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(B)イ 

同意日の属する月から６月以内 

830 単位/月 ⇒ 廃止 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(B)イ 

同意日の属する月から６月超 

510 単位/月 ⇒ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(B)ロ 

同意日の属する月から６月以内 

863 単位/月 ⇒ 廃止 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(B)ロ 

同意日の属する月から６月超 

543 単位/月 ⇒ 

  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(ハ)(新設) 

同意日の属する月から６月以内 

793 単位/月 

 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(ハ)(新設) 

同意日の属する月から６月超 

473 単位/月 

 ※医師が利用者又はその家族に説明した場合、上記

に加えて 270 単位（新設・B の要件の組み替え） 

算定要件等 

＜リハビリテーションマネジメント加算(イ)＞ 

現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)イと同要件を設定。 
 

＜リハビリテーションマネジメント加算(ロ)＞ 

現行のリハビリテーションマネジメント加算(A)ロと同要件を設定。 
 

＜リハビリテーションマネジメント加算(ハ)＞（新設） 

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。 

・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。 

・利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の

健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。 
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・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に

関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。 

・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職

種に対して情報提供していること。 
 

＜リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合＞ 

・現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定。 

 

 

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書

の見直し 

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進する観点から、リハビリテーション・個

別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。 

 

算定要件等 

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、

他の様式における LIFE 提出項目を踏まえた様式に見直し。 
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介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価 

【介護予防通所リハビリテーション】介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切な

サービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。 

ア 利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション

会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフ

ィードバックを受けて PDCA サイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。 

イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するよう LIFE へリハビリテーション

のデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。 

 

利用開始日の属する月から 12 月超の減算 

 現行  改定後 

要支援 1 20 単位/月減算 

⇒ 

要件を満たした場合 

 

減算なし（新設） 

要支援 2 40 単位/月減算 要件を満たさない場合 要支援1 120 単位/月減算（変更） 

要支援2 240 単位/月減算（変更） 

 

事業所評価加算 

現行  改定後 

120 単位/月 ⇒ 廃止 

 

算定要件等 

利用開始日の属する月から 12 月を超えて介護予防通所リハビリテーションを行う場合の減算を行わない

基準（新設） 

・３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用

者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利

用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。 

・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの

提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

ていること。 
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ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化 

【居宅介護支援、介護予防支援、（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション）】 

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居

宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることと

されている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。 

 

算定要件等 

○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する（居宅介護支援の例）※赤字が追記部分 

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞ 

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその必要性を認めたも

のに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付

ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 

このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、

あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携

に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交

付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支え

ない。 

また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載

した医師に限定されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション

については、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点か

ら、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成

することが望ましい。（後略） 
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通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）の見直し 

 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）について、利用者の居宅における入浴の自立への取

組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・

助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、

ICT 機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。加えて、

利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係る現

行の Q＆A や留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。 

 

算定要件等 

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて） 

・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の

評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門

的知識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用

者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の

介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具

専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただ

し、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅

を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、

医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。 

 

・当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の

浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所

リハビリテーション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。 

 

・上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居

宅の浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設

置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。 
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運動器機能向上加算の基本報酬への包括化 

【介護予防通所リハビリテーション】予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進すると

ともに、報酬体系の簡素化を行う観点から、以下の見直しを行う。 

ア 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。 

イ 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定してい

ることを評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。 

 

単位数 

 現行  改定後 

運動器機能向上加算 225 単位/月 ⇒ 廃止（基本報酬に包括化） 

選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480 単位/月 ⇒ 廃止（栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価） 

選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700 単位/月 ⇒ 一体的サービス提供加算  480 単位/月（新設） 

算定要件等 

以下の要件を全て満たす場合、一体的サービス提供加算を算定する。（新設） 

・栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。 

・利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サー

ビス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を１月につき２回以上設けているこ

と。 

・栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。 
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通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化 

 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎

先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用

者との同乗を可能とする。 

 

算定要件等 

（送迎の範囲について） 

○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の

居住実態（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。（他介護事業

所利用者との同乗について） 

 

○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員とし

て送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任

の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。（障害福祉サービス利用者との同

乗について） 

 

○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ

場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可

能とする。※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、

利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。 
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